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市
で
は
、
風
通
し
の
よ
い
開
か
れ
た
市
政
を
実
現
す
る
た
め
に
、
市
内
の

自
治
会
を
は
じ
め
、
自
主
的
な
地
域
活
動
を
行
っ
て
い
る
グ
ル
ー
プ
等
を
対

象
に
、
市
長
が
市
民
の
皆
さ
ん
の
生
の
声
を
聴
く
「
座
ぶ
と
ん
会
議
」
を
開

催
し
て
い
ま
す
。

協
力
し
合
っ
て
地
域
づ
く
り

「
地
域
の
こ
と
は
地
域
の
力
で
」
を
コ
ン
セ

プ
ト
に
活
動
さ
れ
て
い
る
湯
田
学
区
地
域
づ
く

り
協
議
会
の
皆
さ
ん
。
５
つ
の
専
門
部
会
を
設

け
、
熱
心
に
活
動
さ
れ
て
い
ま
す
。

関
心
ご
と
の
一
つ
に
防
災
が
あ
り
、
ハ
ー
ド

面
の
整
備
も
協
議
会
が
中
心
と
な
っ
て
や
っ
て

い
け
れ
ば
と
い
う
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の

こ
と
に
関
し
て
は
、
市
か
ら
の
補
助
制
度
を
見

直
し
、
地
域
の
事
情
に
即
し
た
防
災
対
策
が
な

さ
れ
る
よ
う
検
討
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。

ま
た
、
市
や
連
合
自
治
会
な
ど
と
積
極
的
に

連
携
し
て
い
き
た
い
と
の
意
見
も
上
が
り
ま
し

た
。
市
で
は
今
年
度
か
ら
「
地
域
支
援
職
員
」

を
希
望
の
あ
っ
た
地
域
づ
く
り
協
議
会
に
派
遣

し
て
い
ま
す
。
地
域
支
援
職
員
は
協
議
会
の
課

題
解
決
や
、
新
た
な
事
業
の
企
画
・
立
案
の
お

手
伝
い
を
し
ま
す
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
協
議

会
の
皆
さ
ん
と
市
職
員
と
の
関
係
が
密
に
な

り
、
よ
り
良
い
地
域
づ
く
り
に
つ
な
が
っ
て
い

け
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

連
合
自
治
会
と
地
域
づ
く
り
協
議
会
の
連
携

も
大
変
重
要
で
す
。
自
治
会
だ
け
で
は
解
決
し

が
た
い
課
題
な
ど
の
解
決
を
め
ざ
す
と
い
う
地

域
づ
く
り
協
議
会
の
役
割
が
よ
り
多
く
の
人
に

理
解
さ
れ
、
自
治
会
か
ら
の
協
力
が
得
ら
れ
る

よ
う
、
市
か
ら
も
呼
び
か
け
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。
協
議
会
の
中
に
は
、
自
治
会
か
ら
の

代
表
者
が
集
ま
る
部
会
を
設
置
し
、
ス
ム
ー
ズ

な
連
携
を
図
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。

湯
田
地
域
に
は
若
い
世
代
の
人
も
多
く
可
能

性
は
無
限
大
だ
と
思
い
ま
す
。
今
年
度
中
に
市

内
全
域
で
立
ち
上
が
る
地
域
づ
く
り
協
議
会
を

充
実
さ
せ
て
い
く
こ
と
は
市
政
の
柱
の
一
つ
で

す
。
今
後
も
皆
さ
ん
と
と
も
に
頑
張
っ
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

本
日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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■問
市
民
広
報
室
（
7
６
５
―
６
５
０
４
）

子ども達のより良い学びのために 
「長浜の未来を拓く教育検討委員会」では、市内の県立学校のあり方について話し合い、滋賀県と

県教育委員会への提言を行うとともに、これからの教育・人材育成のあり方について検討を進めてい
ます。
７月25日に開催しました第９回会議の結果についてお知らせします。

○第二次提言に向けた議論が交わされました
会議では、第二次提言に向けた検討項目の一つである

｢特色ある学校づくり｣や「職業系専門学科のあり方」な
どについて議論が交わされました。
委員からは、「平成18年度から導入された全県一区制度

の検証を行った上で検討を進めるべきである。」や「高校
教育の課題を整理した上で実りある議論を行いたい。」な
どの意見が出されました。
委員会では今後も具体的内容について議論を重ね、ま

とまり次第、第二次提言を行う予定をしています。

※一次提言書やこれまでの委員会資料、議事録は、市ホームページに掲載していますのでご覧ください。

高校再編や人材育成などに関するご意見は、メールまたは書面にてお寄せください。いただいたご
意見は、検討委員会に報告します。

■問企画政策課（7６５－６５０５　Eメールkikaku@city.nagahama.lg.jp）

戦
国
大
名
浅
井
氏
の
初
代
、
亮
政

す

け

ま

さ

の
出
自
の
地
と
伝
え
る
、
小お

谷
丁

だ

に

よ

う

野の

町
の

岡
本
神
社
観
音
堂
に
伝
来
す
る
十
一
面
観
音
坐
像
。
平
安
時
代
後
期
、
十
二
世

紀
の
作
で
す
。

「
須

す
べ
か
ら

く
白
栴
檀

び
ゃ
く
せ
ん
だ
ん

を
用
い
て
観
世
音
像
を
作
る
べ
し
。
身
長
一
尺
三
寸
、
十
一
頭
を

作
れ
（
以
下
略
）」

こ
れ
は
、
十
一
面
観
音
像
の
造
り
方
を
示
し
た
『
十
一
面
観
音
神
呪

し

ん

じ

ゅ

経
』（
漢

訳：

阿
地
瞿
多

あ

ぢ

く

た

）
の
一
説
で
す
。

古
来
、
仏
像
は
、
作
者
が
勝
手
に
創
作
す
る
の
で
は
な
く
、「
儀
軌

ぎ

き

」
や
「
経

典
」
に
説
か
れ
る
規
則
（
約
束
事

や

く

そ

く

ご

と

）
に
基
づ
い
て
造
像
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
十

一
面
観
音
の
形
姿
を
説
く
儀
軌
は
数
種
伝
わ
り
、
一
般
的
に
は
十
一
面
観
音
の

腕
は
二
本
（
ま
れ
に
四
本
）
で
表
さ
れ
ま
す
が
、
岡
本
神
社
の
像
は
六
本
の
腕

を
持
っ
た
と
て
も
珍
し
い
像
で
す
。
ま
た
、
平
安
時
代
に
造
ら
れ
た
十
一
面
観

音
像
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
立
像
で
表
さ
れ
ま
す
が
、
座
っ
た
姿
を
示
す
本
像

は
貴
重
な
遺
例
と
い
え
ま
す
（
他
に

平
安
期
の
十
一
面
観
音
坐
像
が
伝
わ

る
の
は
、
県
内
で
は
甲
賀
市
の
櫟ら

く

野
寺

や

じ

本
尊
が
ほ
ぼ
唯
一
）。
六
本
の

腕
を
持
ち
、
座
っ
た
姿
を
示
す
本
像

は
、
密
教
系
の
特
殊
な
図
像
を
も
と

に
、
造
像
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

滋
賀
県
指
定
文
化
財

「
木
造

も

く

ぞ

う

十
一
面

じ
ゅ
う
い
ち
め
ん

観
音

か

ん

の

ん

坐ざ

像ぞ

う

（
岡
本
神
社
）」

指
定
日：

昭
和
55
年
３
月
15
日

所
在
地：

小
谷
丁
野
町

シリーズ④

北近江の観音さま
北近江の寺院や仏堂に祀られている

多くの観音さま。今もなお地域の人た
ちによって守り継がれています。
その中から代表的なものをシリーズ

で紹介していきます。

■問
文
化
財
保
護
セ
ン
タ
ー

（
7
６
４
│
０
３
９
５
）

ドライバーの皆さん、横断歩行者を守っていますか？
滋賀県では、道路を横断中に車にはねられるという交通事故が多発しています

「横断歩道は歩行者優先！」

運転者には、横断歩道を渡ろうとしている歩行者や横断中の歩行者等がいるときは、
必ず横断歩道の手前で一時停止し、歩行者を安全に横断させる義務があります。

市内の交通事故発生状況
（平成24年１月１日～６月30日）

●人傷事故件数　268件（－41件）
●死者　　　　　　２人（－１人）
●傷者数　　　　345人（－41人）

（前年比）■問市民協働推進課（7６５－８７２２）


